
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お申込み方法 下記受講申込書をマザーズコーナーへご提出いただくか、お電話でお申込みください。 

セミナーの定員はいずれのコースも３０名です。先着順です。 

★無料託児   対象年齢は生後６カ月～小学校就学前（事前登録と予約が必要です）までです。 

受け入れ人数には限りがあります。先着順です。 

★雇用保険受給の際の求職活動実績に該当します。 

★駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

★お車でお越しの際は山形駅西花笠駐車場を２時間まで無料でご利用いただけます。お帰りの際にハローワークプラザやまがたの

総合案内に駐車券をご提出ください。 

 

 

 

 

マザーズ就職支援特別セミナー受講申込書 

●氏名（                ）            ●求職番号（        －         ）  

●雇用保険支給番号（                               ※雇用保険を受給中の方のみ記入） 

参加希望コースに〇印を 

付けてください 

Ａコース           

（８月３１日・コミュニケーション） 

Ｂコース   

（９月１４日・扶養について） 

託児希望 あり  ・  なし あり  ・  なし 

「扶養の範囲で働く」という言葉をよく耳にします。そもそも「扶養の範囲内で働く」とはどのような

ことを指すのでしょうか。税金の扶養、社会保険の扶養、この違いは何でしょうか。働く上で扶養の範囲内

で働いた方が良いのかどうか、は気になるところですよね。 

今回は税金と社会保険制度の観点から扶養の範囲で働くことに関する基本的な内容について、ハローワー

クでの勤務経験もある社会保険労務士の小野寺敦さんにお話しいただきます。 

●講師：小野寺 敦 氏 （社会保険労務士）※講師プロフィールは裏面参照 

●日時：平成２９年９月１４日（木） ９時４５分～１１時３０分 

●会場：山形テルサ１階 大会議室 

 

 
Ｂ 

コース 

 

 

   子育てをしながら働くとき、家庭や職場の協力や理解は欠かせません。そのためには、日頃から良好

な人間関係を保つことが大切です。職場や家庭以外でも、友人やご近所づきあいなど、人とのコミュニケー

ションは意外と難しいものですよね。 

今回は家庭や職場などで良好な人間関係を構築するためのコミュニケーションのヒントについて、企業・

官公庁・学校等で幅広くコミュニケーションの研修を行っているビジネスコーチの阿部侑生さんにお話しい

ただきます。 

●講師：阿部 侑生 氏 （ドリームフィールド代表）※講師プロフィールは裏面参照 

●日時：平成２９年８月３１日（木） ９時４５分～１１時３０分 

●会場：山形テルサ１階 大会議室 

 

 
Ａ 

コース 

 

  

【セミナーに関するお問い合わせ】  マザーズコーナー     ☎０２３－６４６－７３６０ 

【託児に関するお問い合わせ】    マザーズコンシェルジュ  ☎０２３－６６５－５９１５ 

 

ハローワークプラザやまがた マザーズコーナ－主催 



 

 

 

  

 阿部
あ べ

 侑生
ゆ き

 氏 

㈶生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ 

１９９１年 東北学院大学経済学部を卒業後、（株）オンワード樫山                  

に総合職として入社。 

営業時代にお客様から「話し方が下手」と指摘され、話

し方に自信を持ちたいと夜間アナウンススクールに通

う。 

１９９４年 フリーアナウンサーとして独立。 

        ミヤギテレビの情報番組にレギュラー出演した他、東北

放送、エフエムでラジオパーソナリティをつとめる。        

婚礼司会はこれまでに８００組を超える。 

２００７年 コーチング研修会社ドリームフィールドを設立。           

      幅広い分野で年間２００回以上にわたり人材育成・接                 

遇・話し方に関するコミュニケーション研修を行ってい

る。 

 

１児の母、宮城県仙台市在住 

 

 

 

小野寺
お の で ら

 敦
あつし

 氏 

社会保険労務士 

１９９３年 宮城労働局入省。 

      ハローワークでの勤務を中心に職業相談や紹介、求人受

理、雇用保険業務、総務・経理業務を幅広く担当。 

２００９年 国家資格、社会保険労務士資格を取得。 

      仕事として経験した職業紹介業務、雇用保険業務、共済

組合関係業務を何かの形で残したい！との思いから独学

で合格率１０％未満の難関を見事突破。 

２０１１年 ハローワークプラザやまがたへ転勤。 

マザーズコーナーの運営を担当。イクメン職員の視点で

大活躍。 

２０１７年 宮城労働局を退職しＡｔｓｕｓｈｉ社会保険労務士事務

所を開業。 

 

３児の父、宮城県仙台市在住 

 

 

 
Ａ 

コース 

 

 

 

マザーズ就職支援特別セミナー 講師プロフィール 

 
Ｂ 

コース 

  


